
第1節	 地方創生・地域活性化に向けた取組み
少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度

の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維
持していくため、政府としては平成26年11月に成立した、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、
まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、地方創生の取組みを推進してきた。令和元年においては
第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（第2期「総合戦略」）を策定した。第2期「総合戦略」
においては、将来にわたって活力ある地域社会の実現と、東京圏への一極集中の是正を目指し、4つ
の基本目標と2つの横断的な目標の下に、施策を展開していくこととしている。

国土交通省においては、第2期「総合戦略」に基づき、主に以下の取組みを行う。
・近年激甚化する災害等を踏まえ、災害発生の恐れがある区域への立地の抑制等を含め、災害に強

く安心して暮らせるまちづくりに取り組む。
・官民一体となって「居心地が良く歩きたくなるまちなか」づくりを進める。
・地方公共団体を中心とした輸送サービスの確保・充実や、地方バスの会社間連携の促進、MaaS

の全国普及等を進めることにより、高齢者等の移動手段の確保や、観光による地域振興を図る。
・城泊・寺泊やスノーリゾートなど、多様な地域の資源を活かしたコンテンツづくりや、キャッ

シュレス対応・多言語対応・無料Wi-Fi整備等の受入環境整備の推進等を通じて、魅力ある観光
地域づくりを進める。

また、地方創生の深化のために、地方公共団体に対して、地方版総合戦略に基づく具体的な取組み
の推進のための情報支援、人材支援、財政支援を行うとともに、「地域再生法の一部を改正する法律」
に基づき、既存ストックの活用による「多世代共生型のまち」への転換を図る。

都市再生については、民間活力を中心とした都市の国際競争力の強化等を図るための都市再生の推
進及び官民の公共公益施設整備等による全国都市再生の推進に取り組んでいる。

第2節	 地域活性化を支える施策の推進

	1	 地域や民間の自主性・裁量性を高めるための取組み
（ 1）地方における地方創生・地域活性化の取組み支援

地方創生は国による全国一律の取組みではなく、地域ごとに異なる資源や特性を地方自らが活か
し、それぞれ異なる課題に対応することが重要であり、地方公共団体が各自の戦略に沿って施策の企
画立案、事業推進、効果検証を進めていくに当たり、情報面・人材面・財政面から国は伴走的な支援
を続けている。

情報面の支援としては、地域経済に関する官民のデータを分かりやすく「見える化」した、地域経
済分析システム（RESAS）を提供している。地域の現状や課題の把握、強み・弱みや将来像の分析、
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基本目標やKPIの設定、PDCAサイクルの確立に活用することで、地方公共団体や民間企業や住民・
NPO等の地方創生の取組みを支援している。

人材面の支援としては、地方創生カレッジにより地方創生に必要な専門人材を育成・確保するとと
もに、各府省に相談窓口を設ける地方創生コンシェルジュ、国や民間企業等の職員を小規模自治体に
派遣する地方創生人材支援制度による支援を行っている。

財政面の支援としては、地方創生推進交付金や、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充
等により、地方が地方創生に中長期的見地から安定的に取り組むことができるよう、支援を行っている。

国土交通省においても、全国各地の個性的で魅力ある地域づくりに向けた取組みを一層推進するた
め、社会インフラと関わりのある地域活性化の取組みを「手づくり郷

ふるさと

土賞（国土交通大臣表彰）」と
して昭和61年度より表彰している。34回目となる令和元年度は「手づくり郷土賞受賞記念発表会～
グランプリ2019～」を開催し、同年度の受賞団体24団体（一般部門20団体、大賞部門4団体）が
プレゼンテーションを行い、一般部門、大賞部門それぞれのグランプリ及びベストプレゼン賞の受賞
団体を決定した。また、地域づくりに役立つ好事例として、受賞団体の取組みをウェブサイト等で広
く情報発信している注1。

また、地域間の連携と交流による地域づくり活動の奨励を目的として、創意工夫を活かした自主的
かつ広域的な優れた地域づくり活動に対して「地域づくり表彰（国土交通大臣表彰等）」として昭和
59年度より表彰をしている。令和元年度は24都道府県より37団体の推薦があり、高知県日高村で
大学等と連携し地域食材を活用して収益を確保しながら持続的に地域課題の解決を図る取組みが国土
交通大臣賞を受賞したほか、7団体が各種賞を受賞した。表彰された優良事例の活動内容等について
は、国土交通省ウェブサイト等を通じて広く情報発信している注2。

（ 2）民間のノウハウ・資金の活用促進
地方都市の成長力・競争力の強化を図るため、地方公共団体が行う都市再生整備計画事業と連携し

た民間都市開発事業で国土交通大臣認定を受けたもの等、優良な民間都市開発事業に対し、民都機構
による出資又は共同施行等の支援を行った。あわせて、民都機構が地域金融機関や地方公共団体との
間でファンドを造成し、当該ファンドからの出資・社債取得や助成等を通じて、リノベーション等に
よる民間まちづくり事業を一定のエリアで連鎖的に進めていくことで、当該エリアの価値向上を支援
した。

また、まちの魅力・活力の維持・向上を通じた地域参加型の持続可能なまちづくりの実現と定着を
図るため、民間まちづくり活動における先進団体が持つ、活動を行う中で一定の収益を継続的に得る
ことができるノウハウ等を、これから活動に取り組もうとする他団体に水平展開するための普及啓発
に関する事業や、都市再生特別措置法の都市利便増進協定に基づく施設整備等を含む先進的な民間ま
ちづくり活動に関する実験的な取組み等への支援を行っている。

さらに、まちなかにおける道路、公園、広場等の官民空間の一体的な修復・利活用等による「居心
地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を推進する観点から、官民が連携して賑わい空間を創出する
取組みを市町村のまちづくり計画に位置づけることなどの措置を講ずる「都市再生特別措置法等の一
部を改正する法律案」を令和2年2月に国会に提出した。

注1	 手づくり郷土賞ウェブサイト：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/
注2	 国土交通省「地方振興」ウェブサイト： 

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_mn_000016.html
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加えて、首都高日本橋区間の地
下化については、更新事業として
老朽化対策のみならず、機能向上
を図るとともに、民間プロジェク
トと連携した事業の具体的な計画
についてとりまとめ、工事着手に
向け、今後も引き続き、国、東京
都、中央区、首都高速などで協力
して取組みを推進する。

また、立体道路制度の適用対象
を一般道路に拡大する等の措置を
講ずる「都市再生特別措置法等の
一部を改正する法律」を平成30
年7月に施行し、立体道路制度の
積極的な活用を推進している。

さらに、地域の賑わい・交流の
場の創出や道路の質の維持・向上
を図るため、道路空間を有効活用
した官民連携による取組みを推進
している。

このほか、27年度に、民間事
業者による公社管理有料道路の運営を可能とする構造改革特別区域法一部改正法が成立・施行され、
愛知県有料道路において、28年10月から前田グループ（代表企業：前田建設工業（株））が設立し
た愛知道路コンセッション（株）による運営が開始された。

	2	 コンパクトシティの実現に向けた総合的取組み
都市のコンパクト化と公共交通網の再構築をはじめとする都市の周辺等の交通ネットワーク形成

は、居住や都市機能の集積を図ることにより、住民の生活利便性の維持・向上、サービス産業の生産
性の向上等による地域経済の活性化、行政サービスの効率化等による行政コストの削減などの具体的
な行政目的を実現するための有効な政策手段であり、中長期的な視野をもって継続的に取り組む必要
がある。

コンパクトシティの実現に向けた市町村の取組みを促進するため、平成26年に「都市再生特別措
置法」を改正し、経済的インセンティブによって居住と都市機能の立地誘導を進める「立地適正化計
画制度」を創設した。元年度末時点において、立地適正化計画の作成については、522都市が具体的
な取組みを行っており、そのうち、310都市が立地適正化計画を作成・公表済みとなった。地域公共
交通網形成計画については、585団体が公表済みとなった。

また、こうした市町村の取組みが、医療・福祉、住宅、公共施設再編、国公有財産の最適利用等の
まちづくりに関わる様々な関係施策との連携による総合的な取組みとして推進されるよう、関係府省
庁で構成する「コンパクトシティ形成支援チーム」（事務局：国土交通省）を通じ、現場ニーズに即

	 図表Ⅱ-4-2-1	 	 優良な民間都市開発事業に対し、共同施工等の支援を行った例　京都四条南座（京都府京都市）
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した支援施策の充実、モデル都市の形成・横展開、取組み成果の「見える化」等に取り組んでいる。
令和元年度においては、市町村の課題・ニーズに即した支援施策の充実を図るとともに、支援施策

の全体を一覧できる支援施策集を改訂して、市町村に情報提供した。また、目指す都市像や目標値が
明確で、コンパクト・プラス・ネットワークの効果の発揮が期待される取組みを行っているモデル都
市第3弾をとりまとめた。さらに、個人単位の行動データ等に基づき、ユーザー目線での最適な施設
立地等を検討する計画手法（スマート・プランニング）について、具体都市での検証を通じてシミュ
レーションの手法や結果の可視化システムの改良を行うとともに、土木学会スマート・プランニング
研究小委員会と連携して分析手法の普及を図った。また、頻発・激甚化する自然災害に対応した安全
なまちづくりを推進するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進、立地適正化計画
と防災との連携強化などの内容を盛り込んだ「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が第
201回通常国会に提出された。

	3	 地域特性を活かしたまちづくり・基盤整備
（ 1）民間投資誘発効果の高い都市計画道路の緊急整備

市街地における都市計画道路の整備は、沿道の建替え等を誘発することで、都市再生に大きな役割
を果たしている。このため、残りわずかな用地買収が事業進捗の隘路となっている路線について、地
方公共団体（事業主体）が一定期間内の完了を公表する取組み（完了期間宣言路線（平成31年4月
現在79事業主体225路線）を通じ、事業効果の早期発現に努めている。

（ 2）交通結節点の整備
鉄道駅やバスターミナル等の交通結節点には、様々な交通施設が集中し、大勢の人が集まるため、

都市再生の核として高い利便性と可能性を有する。
このため、品川駅西口や神戸三宮駅、虎ノ門ヒルズ駅等の交通結節点及びその周辺において、社会

資本整備総合交付金や国際競争拠点都市整備事業、都市・地域交通戦略推進事業、鉄道駅総合改善事
業等を活用し、交通機関相互の乗換え利便性の向上や鉄道等により分断された市街地の一体化、駅機
能の改善等を実施し、都市交通の円滑化や交通拠点としての機能強化等を推進している。

（ 3）交通モード間の接続（モーダルコネクト）の強化
バスタ新宿をはじめとする集約型公共交通ターミナル『バスタプロジェクト』について、官民連携

を強化しながら戦略的に展開して、多様な交通モードが選択可能で利用しやすい環境を創出し、人と
モノの流れの促進や生産性の向上、地域の活性化や災害対応の強化などのため、バスを中心とした交
通モード間の接続（モーダルコネクト）の強化を推進している。

また、民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進に向けて、交通混雑の緩和や物流の円滑化の
ため、バス・タクシー・トラック等の事業者専用の停留施設（特定車両停留施設）を道路附属物とし
て位置づけるとともに、施設運営については、民間の技術やノウハウを最大限に活用するため、コン
セッション（公共施設運営権）制度の活用を可能とする事業スキームの構築等を内容とする道路法等
の改正について、令和2年2月に閣議決定した。

また、高速道路のSA・PAを活用した高速バス間の乗換や中継輸送、路線バスの利用環境の改善等
を推進していく。
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このほか、カーシェアリングや
シェアサイクルといった新たな交
通モードについて、道路空間を有
効活用しながら、公共交通との連
携を強化させる取組みを推進して
いる。東京都千代田区において
は、地下鉄大手町駅に近接した箇
所に、我が国では初となる道路上
のカーシェアリングステーション
を設置し、公共交通の利用促進の
可能性を検証する社会実験を実施
しており、平成30年3月には、
立地条件の異なる新橋駅付近にステーションを増設している。今後は、この社会実験の結果を踏まえ
ながら、道路空間の有効活用による道路利用者の利便性向上に向けた検討を進めていく。さらに、
シェアサイクルの普及促進を図るため、採算性が低いことや、事業者ごとに利用登録が必要であるこ
となどの課題を解消することを目的として、シェアサイクルの事業効率性の向上や、利用登録をワン
ストップで行うための仕組みの構築に向けて検討を推進している。

（ 4）企業立地を呼び込む広域的な基盤整備等
各地域が国際競争力の高い成長型産業を呼び込み集積させることは、東アジアにおける競争・連携

及び地域活性化の観点から大きな効果がある。このため、空港、港湾、鉄道や広域的な高速道路ネッ
トワーク等、地域の特色ある取組みのために真に必要なインフラへ集中投資を行い、地域の雇用拡
大・経済の活性化を支える施策を推進している。

①空港整備
国内外の各地を結ぶ航空ネットワークは、地域における観光振興や企業の経済活動を支え、地域活

性化に大きな効果がある。アジア等の世界経済の成長を我が国に取り込み、経済成長の呼び水となる
役割が航空に期待される中、我が国全体の国際競争力や空港後背地域の地域競争力強化のため、空港
の処理能力向上や空港ターミナル地域再編による利便性向上等を図っている。

②港湾整備
四方を海に囲まれている我が国においては、海外との貿易の大部分を海上輸送が担っており、また

国内においても、地域間の物流・交流等に海上輸送が重要な役割を担っている。そうした中で、港湾
インフラは海外との貿易の玄関口であるとともに、企業活動の場として日本の産業を支えている。物
流効率化等による我が国の産業の国際競争力の強化、雇用と所得の維持・創出を図るため、地域の基
幹産業を支える港湾において、国際物流ターミナルの整備等を行っている。

③鉄道整備
全国に張り巡らされた幹線鉄道網は、旅客・貨物輸送の大動脈としてブロック間・地域間の交流を

促進するとともに、産業立地を促し、地域経済を活性化させることで、地域の暮らしに活力を与えて

	 図表Ⅱ-4-2-2	 	 品川駅西口駅前広場の将来イメージ
道、駅、まちが一体となった都市基盤の整備を進め、｢世界の人々が集い交わる未来型の
駅前広場｣を目指す

◆次世代型交通ターミナル◆

◆開発計画と連携した複合
（交通・防災）ターミナル◆

◆シンボリックなセンターコア◆

◆人々が集う賑わい広場◆

JR･京急品川駅
（北側）

JR･京急品川駅
（南側） 

次世代型
交通ターミナル

３丁目
新規開発ビル

４丁目開発

センターコア

賑わい広場

複合ターミナル 商業施設

至横浜

至日本橋

国道 15 号

資料）国土交通省

第2節　地域活性化を支える施策の推進

国土交通白書　2020230

第
第
第
　
　
地
域
活
性
化
の
推
進

Ⅱ



おり、鉄道貨物輸送は、地域経済を支える産業物資等の輸送に大きな役割を果たしている。

④道路整備
迅速かつ円滑な物流の実現等により国際競争力を強化するとともに、地域活性化の観点から、高規

格幹線道路等の幹線道路ネットワークの形成を進めている。

（ 5）地域に密着した各種事業・制度の推進
①道の駅
「道の駅」は道路の沿線にあり、

駐車場、トイレ等の「休憩機能」、
道路情報や地域情報の「情報発信
機能」、地域と道路利用者や地域
間の交流を促進する「地域の連携
機能」の3つを併せ持つ施設で、
令和2年3月現在1,173箇所が登
録されている。

近年、地元の名物や観光資源を
活かして、多くの人々を迎え、地
域の雇用創出や経済の活性化、住
民サービスの向上にも貢献するな
ど、全国各地で「道の駅」を地域
活性化の拠点とするだけではな
く、災害時の防災拠点としての活
用や子育て応援施設の整備などの取組みも進展している。これらの取組みを関係機関と連携して重点
的に応援するための重点「道の駅」制度を26年度に創設し、平成30年度までに全国モデル「道の
駅」6箇所、特定テーマ型モデル「道の駅」13箇所（住民サービス部門6箇所、地域交通拠点部門7
箇所）、重点「道の駅」88箇所を選定し、令和元年度は、新たに重点「道の駅」を15箇所選定した。
また、昨年11月には、新「道の駅」あり方検討会から赤羽国土交通大臣に『「道の駅」第3ステージ』
の提言の手交を行い、引き続き、利用者や地域からの更なる期待や信頼に応えていくための取組みを
進めていく。

	 図表Ⅱ-4-2-3	 	 令和元年度重点「道の駅」選定箇所
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全国に1,173駅が設置されている「道の駅」は、平成5年に道路利用者への安全で快適な道路
交通環境の提供、地域の振興に寄与することを目的に創設されました。
103駅でスタートした「道の駅」は、年々登録数を増やしながら第1ステージ『通過する道路
利用者へのサービス提供の場（平成5年～）』、地域の拠点機能の強化とネットワーク化を重視す
る第2ステージ『「道の駅」自体が目的地（平成25年～）』と利用者のニーズに合わせ、取り組
みを進めてきました。そして、「道の駅」の制度創設から四半世紀が経過した31年1月、地方創
生を更に加速する新たなステージについての提言と新規施策の具体化に向けた審議を行うこと
を目的に、『新「道の駅」のあり方検討会』を設立され、有識者委員や行政委員による7回の検
討会を経て、昨年11月に『「道の駅」第3ステージ』の提言がとりまとめられました。
『「道の駅」第3ステージ』では、全国1,173駅に展開する道の駅が自由な発想と地元の熱意の
下で、観光や防災など更なる地方創生に向けた取組みを官民の力を合わせて加速するとともに、
「道の駅」同士や多様な主体との連携により新たな魅力を持つ地域づくりに貢献することをコン
セプトに、新たな方針が示されました。また、観光案内所や多言語対応の整備等によるインバ
ウンド観光への対応強化や広域的な防災拠点となる「道の駅」の機能強化を支援する「防災道
の駅」認定制度の導入、子育て世代を応援する子育て応援施設の整備等の具体的な方策も示さ
れました。
国土交通省では、この提言を踏まえ、2020年からを新たなステージとし、地域や利用者の更
なる期待や信頼に「道の駅」が応えていくための観光や防災等の様々な取り組みを関係者と連
携しながら進めていきます。

観光案内所でのインバウンド対応
（道の駅「阿蘇」）

熊本地震時の自衛隊の前線基地
（道の駅「あそ望の郷くぎの」）

親子教室の状況
（道の駅「パレットピア大野」）

第1ステージ（1993年～）
『通過する道路利用者の
サービス提供の場』

第2ステージ（2013年～）
『道の駅自体が目的地』

第3ステージ（2020 ～ 2025年）

『地方創生・観光を加速する拠点』へ
ネットワーク化で活力ある地域デザインにも貢献

新たなコンセプト 11/18　道の駅提言手交式

コラム 「道の駅」第3ステージに向けた新たな取り組み
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②高速道路の休憩施設の活用による拠点の作成
高速道路利用者だけの使用を前提とした「高速道路の休憩施設」は、近年、ウェルカムゲートやハ

イウェイオアシス等により、沿道地域への開放による地域活性化が図られており、その促進のため、
関係機関が連携の上、進捗状況に応じた支援を実施している。

③官民連携による道路管理の充実
道路管理にあたっては、これまでも地域と協働した取組みとして、ボランティア・サポート・プロ

グラム（VSP）などにより民間団体等の協力を得てきている。平成28年4月には道路における身近
な課題の解消や道路利用者のニーズへのきめ細やかな対応などの活動を自発的に実施する民間団体等
との連携により道路管理の一層の充実を図るため、「道路法」を改正し、道路協力団体制度を創設し
た。令和2年3月末までに直轄国道において35団体を指定している。道路協力団体は道路空間にお
いて、道路の魅力向上のための活動の実施や、その活動により得られた収益により道路管理の活動を
充実させることが可能であり、また、道路協力団体が行う道路に関する工事や維持及び道路の占用に
ついて、行政手続を円滑、柔軟化する措置を講じている。

④「かわまちづくり」支援制度
河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれにつながるまちを活性化するため、地域の景観、

歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業
者及び地元住民と河川管理者の連携の下、「かわまちづくり」計画を作成し、河川空間とまち空間が
融合した良好な空間形成を推進している。令和2年3月末までに229箇所が「かわまちづくり」支援
制度に登録している。

⑤地域住民等の参加による地域特性に応じた河川管理
河川環境について専門的知識を有し、豊かな川づくりに熱意を持った人を河川環境保全モニターと

して委嘱し、河川環境の保全、創出及び秩序ある利用のための啓発活動等をきめ細かく行っている。
また、河川に接する機会が多く、河川愛護に関心を有する人を河川愛護モニターとして委嘱し、河

川へのごみの不法投棄や河川施設の異常といった河川管理に関する情報の把握及び河川管理者への連
絡や河川愛護思想の普及啓発に努めている。

さらに、河川の維持や河川環境の保全等の河川管理に資する活動を自発的に行う民間団体等を河川
協力団体として指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上の位置付けを行い、団体の
自発的活動を促進し、地域の実情に応じた多岐にわたる河川管理の充実を推進している。

⑥海岸における地域の特色を活かした取組みへの支援
海岸利用を活性化し、観光資源としての魅力を向上させることを目的に、砂浜確保のための養浜や

海岸保全施設等の整備を行う海岸環境整備事業の支援を行っている。海岸保全に資する清掃、植栽、
希少な動植物の保護、防災・環境教育等の様々な活動を自発的に行う法人・団体を海岸協力団体に指
定することにより、地域との連携強化を図り、地域の実情に応じた海岸管理の充実を推進しており、
令和元年度までに20団体を指定している。
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⑦港湾を核とした地域振興
地域住民の交流や観光の振興を

通じた地域の活性化に資する「み
なと」を核としたまちづくりを促
進するため、住民参加による地域
振興の取組みが継続的に行われる
施設を港湾局長が「みなとオアシ
ス」として登録している（令和元
年度末時点、138箇所）。
「みなとオアシス」は、「みなと

オアシス全国協議会」等が主催す
る「みなとオアシスSea級グルメ
全国大会」などの、様々な活動を
通じ、地域の賑わい創出に寄与し
ている。近年急増する訪日クルー
ズ旅客の受入れや災害発生時の支
援など、新たなニーズへの対応も
期待されている。

また、クルーズ船寄港時のおも
てなしなど港湾の多様化するニー
ズに対応するため、官民連携によ
る港湾の管理等を促進するなどの
目的で、港湾管理者が適正な民間団体等を指定する「港湾協力団体」制度を活用し、みなとを核とし
た地域の更なる活性化を図ることとしている。（令和元年度末時点、41箇所）

さらに、既存の防波堤等を利活用して、釣り文化振興の取組みが進められている港湾を「釣り文化
振興モデル港」として指定している（令和元年度末時点、13港）。

⑧マリンレジャーの拠点づくり
マリンレジャーの魅力向上のため、既存の港湾施設やマリーナ等を活用した「海の駅」の設置を推

進しており、令和2年3月末時点において、全国に168駅が登録されている。従来のプレジャーボー
トユーザーだけでなく旅行者等がクルージングを楽しめるよう、「海の駅」を寄港地として近郊の観
光地やグルメスポット等を巡るためのモデルルートである「マリンチック街道」を選定している。こ
の「マリンチック街道」をより多くの地域に展開することを目指し、令和2年3月に新しいモデル
ルートを7ルート選定し、合計23ルートとなった。

（ 6）地籍整備の積極的な推進
災害後の迅速な復旧・復興、インフラ整備の円滑化等に資する地籍整備を一層促進するため、地籍

調査を行う市町村等への財政支援のほか、都市部及び山村部における基礎的な境界情報を国が整備す
るとともに、地籍調査以外の測量成果の活用を推進している。

また、令和2年3月には、新たな国土調査事業十箇年計画の策定に向け、地籍調査の円滑化・迅速

	 図表Ⅱ-4-2-4	 	 みなとオアシス全国マップ
図Ⅱ

瀬戸田港･
福山港･

尾道糸崎港･
尾道 三原

忠海港･
竹原港･
小用港･
広島港･
宇品 坂
蒲刈港･
厳島港･
由宇港･

安下庄港･
徳山下松港･

（徳山 下松）
三田尻中関港･

･小名浜港
･茨城港 大洗
･佐野インランドポート
･千葉港
･木更津港
･川崎港
･横浜港
･横須賀港
･館山港

登録数 １３８箇所
（令和２年３月３１日時点）

稚内港･
香深港･
沓形港･
鴛泊港･
紋別港･
網走港･
釧路港･

苫小牧港･
室蘭港･
函館港･
江差港･

･奈半利港
･手結港
･久礼港
･あしずり港
･宿毛湾港

岩船港･
新潟港･
新潟 聖籠
両津港･

･大阪港
・阪南港
･深日港･淡輪港
･和歌山下津港
･新宮港
・古座港
･日高港

みなとオアシス所在港湾の一覧

･新居浜港
･枝越港
･宇和島港
･八幡浜港

魚津港･
伏木富山港･

（新湊 伏木）
小木港･
飯田港･
輪島港･

宇出津港･
穴水港･
七尾港･
福井港･
敦賀港･
和田港･

･沼津港
･田子の浦港
･清水港
･大井川港
･御前崎港
･三河港
･名古屋港
･津松阪港
･鳥羽港
･浜島港･賢島港

･本部港･水納港
･那覇港
･中城湾港

･徳島小松島港
･北浦港
･宇多津港

･平良港
･石垣港

･大間港
･大湊港
･青森港
･休屋港
･八戸港
･久慈港
･宮古港
･船川港
･釜石港
･秋田港
･本荘港
・大船渡港
･酒田港
･加茂港
･鼠ヶ関港
･仙台塩釜港
（塩釜 仙台）

比田勝港･
厳原港･
下関港･

北九州港･
大島港･
唐津港･
呼子港･
福江港･
長崎港･
別府港･
大分港･

津久見港･
富岡港･
牛深港･
古江港･
細島港･
油津港･

鹿児島港･

鳥取港･
西郷港･
別府港･
来居港･
境 港･
東備港･
牛窓港･
宇野港･
笠岡港･
浜田港･

宮津港･
久美浜港･
神戸港･

（須磨 神戸）
姫路港･
相生港･
福良港･

標章
（シンボルマーク）
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化を図るため、所有者不明等の場合でも円滑に調査を進めるための手続きの見直しや、都市部・山村
部の地域特性に応じた効率的な調査手法の導入を図るための国土調査法等の改正を行った。

（ 7）大深度地下の利用
大深度地下の利用については、審査の円滑化に関する技術的検討を行うとともに、大深度地下使用

協議会を活用し、大深度地下の適正かつ合理的な利用を図っている。

	4	 広域ブロックの自立・活性化と地域・国土づくり
（ 1）対流促進型国土形成のための国土・地域づくり

地域の活性化及び持続的な発展を図るため、地域の知恵と工夫を引き出しつつ、総合的に施策を展
開することが重要である。そのため、国土形成計画（全国計画及び広域地方計画）に基づき、対流を
全国各地でダイナミックに湧き起こしイノベーションの創出を促す対流促進型国土の形成を目指し、
重層的な国土構造、地域構造の形成を図りつつ地域の特性に即した施策展開を図っている。また、地
域活性化のための官民連携による戦略や民間活動を支える基盤整備の推進に対する国の支援、多様な
主体の協働による自立的・持続的な地域づくりを進めるための施策について取り組んでいる。

①広域的地域活性化のための基盤整備の推進
自立的な広域ブロックの形成に向け、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の

活性化を図るため、令和元年度においては、35府県が、2～3府県ごとに協働して35の共通目標を
掲げ、延べ77の府県別の広域的地域活性化基盤整備計画を作成しており、同計画に基づくハード・
ソフト事業に対して、交付金を交付した。

②官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業
官民が連携して策定した広域的な地域戦略に資する事業について、民間の意思決定のタイミングに

合わせ、機を逸することなく基盤整備の構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移行を図る
ため、令和元年度においては、地方公共団体が行う概略設計やPPP/PFI導入可能性検討といった事業
化に向けた検討に対して、15件の支援を行った。

③多様な主体の協働による地域づくりの推進
地方部における多様な主体の協働による自立的・持続的な地域づくりを促進するため、地域づくり

活動を生み育てるための多様な主体が連携した支援体制の構築を推進している。

④連携中枢都市圏等による活力ある経済・生活圏の形成
一定規模以上の人口・経済を擁する都市圏においては、経済成長のけん引、高次都市機能の集積・

強化及び生活関連機能サービスの向上の実現を目指す「連携中枢都市圏」の形成を促進している。
対象の都市圏は、地方圏の政令指定都市・中核市（人口20万人以上）を中心とした都市圏であっ

たが、まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）において、一定の条件の下、隣接する人口
10万人程度以上の2つの市を中心とした都市圏（複眼型）も追加され、平成31年4月1日時点で合
わせて32圏域が形成された。
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（ 2）地域の拠点形成の促進等
①多様な広域ブロックの自立的発展のための拠点整備
「多極分散型国土形成促進法」に基づく業務核都市注1において、引き続き、業務施設の立地や諸

機能の集積の核として円滑に整備が実施されるよう、必要な協力を行っている。さらに、「筑波研究
学園都市建設法」に基づき、科学技術の集積等を活かした都市の活性化等を目指し、筑波研究学園都
市の建設を推進しているほか、つくばエクスプレス沿線で都市開発が進む中、研究学園都市の特性を
活かした環境都市づくりに取り組んでいる。また、「関西文化学術研究都市建設促進法」に基づき、
文化・学術・研究の新たな展開の拠点形成を目指すため、「関西文化学術研究都市の建設に関する基
本方針」を踏まえ、関係省庁、地方公共団体、経済界等との連携のもと、関西文化学術研究都市の建
設を推進している。

②集落地域における「小さな拠点」づくりの推進
人口減少や高齢化の進む中山間地域等では、買物、医療等の生活サービス機能やコミュニティ機能

が維持できなくなりつつある地域がある。このため、小学校区等複数の集落を包含する地域におい
て、必要な機能や地域活動の拠点を歩いて動ける範囲に集め、周辺の集落との交通ネットワークを確
保した「小さな拠点」の形成を推進している。

具体的には、遊休施設を活用した生活サービス機能等の再編・集約について支援するとともに、関
係府省とも連携して普及・啓発等の取組みを推進している。

③国会等の移転の検討
「国会等の移転に関する法律」に基づき、国会等の移転に関連する調査や国民への情報提供等、国

会における検討に必要な協力を行っている。

（ 3）所有者不明土地への対応
①所有者不明土地の利用の円滑化等に向けた取組み

所有者不明土地が全国的に増加していることに鑑み、平成30年6月に制定された、所有者不明土
地を地域住民のための事業に一定期間使用できる制度の創設、所有者探索の合理化等を講じる「所有
者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が令和元年6月に全面施行となった。同法の円滑
な施行のため、地域福利増進事業に関するガイドライン注1の整備や各地方整備局等に設置した「所有
者不明土地連携協議会」による市町村等への支援を実施した。また、地域福利増進事業等に係るモデ
ル的な取組みについて、事業を実施しようとする者による所有者の探索、事業計画の策定、地域の合
意形成等への支援を実施するとともに、支援した事例を通じて、事業化のノウハウ、関係者の役割分
担等の取組みの成果を国で分析・整理し、他地域への普及・横展開を促進することとしている。ま
た、同法の制定と合わせて公表した、公共事業における事業認定の円滑化のための「事業認定申請の
手引き」注2について、新たなニーズを踏まえ、令和元年6月に第2版をとりまとめ・公表した。

注1	 http://www.mlit.go.jp/common/001291999.pdf 
（参考資料編）http://www.mlit.go.jp/common/001292000.docx

注2	 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/land_expropriation/sosei_land_fr_000476.html
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②所有者不明土地の解消・発生抑制に向けた取組み
所有者不明土地の解消・発生抑制に関しては、所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議

で決定された「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」注1に基づき、関係行政機関の緊密な
連携の下で推進することとしており、令和2年に必要な制度改正を行うこととされた。

これを受け、適正な土地の利用及び管理を確保する施策を推進するとともに、地籍調査の円滑化・
迅速化等を一体的に措置するため、政府は第201回国会に「土地基本法等の一部を改正する法律案」
を提出した。同法は、令和2年3月27日に成立し、

・土地基本法において、土地所有者等の土地の適正な「利用」「管理」に関する責務（登記等権利
関係の明確化、境界の明確化）を明らかにし、国・地方公共団体の講ずべき施策について、所有
者不明土地の発生の抑制及び解消並びに円滑な利用及び管理の確保が図られるように努めるもの
とする旨を規定

・土地政策全般の政府方針として閣議決定による土地基本方針を創設
・国土調査法等において、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用等の調査手続の見直し

や、地域特性に応じた効率的調査手法の導入等を行う
等の改正が行われた。

今後は、新たな土地基本法に示された土地政策に関する基本的考え方をより具体化する土地基本方
針の策定を通じて、政府全体の方向性を示すことにより、所有者不明土地等対策についても、民事基
本法制の見直しを始めとする政府全体における取組みの推進を図っていく。

	5	 地域の連携・交流の促進
（ 1）地域を支える生活幹線ネットワークの形成

医療や教育等の都市機能を有する中心地域への安全で快適な移動を実現するため、日常の暮らしを
支える道路網の整備や現道拡幅等による隘路の解消を支援している。また、合併市町村の一体化を促
進するため、合併市町村内の中心地や公共施設等の拠点を結ぶ道路、橋梁等の整備を総務省と連携し
て市町村合併支援道路整備事業により推進している。

（ 2）都市と農山漁村の交流の推進
幹線道路網の整備による広域的な交流・連携軸の形成、田園居住を実現するための住宅・宅地供

給、交流の拠点となる港湾の整備等を実施している。

（ 3）地方定住等の促進
若者の地方圏での体験交流プログラムを通じた交流拡大や地方移住に取り組む市町村の情報発信を

支援するため、国土交通省ウェブサイトにこれらの情報を集約して掲載している。また、二地域居住
に関する情報発信も併せて行っている注2。

さらに、多岐にわたる地域の課題に対応するため、社会資本整備総合交付金による地方公共団体の
空き家住宅及び空き建築物の活用等への支援等を行っている。

注1	 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai2/policy.pdf
注2	 国土交通省「地方振興」ウェブサイト：http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000007.html
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（ 4）地方版図柄ナンバーの導入について
「走る広告塔」としてのナンバープレートの機能に着目し、平成30年10月より地域の風景や観光資

源を図柄にした地方版図柄入りナンバープレートの交付を開始した。また、令和2年5月より、既存の
41地域に加え、新たな地域名表示による17地域の地方版図柄入りナンバープレートの交付を開始した。

	6	 地域の移動手段の確保
（ 1）地域の生活交通の確保・維持・改善

地域社会の活性化を図るためにも、日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保は重要な課題であ
る。このため、地域公共交通確保維持改善事業において、多様な関係者の連携により、地方バス路
線、離島航路・航空路などの生活交通の確保・維持を図るとともに、地域鉄道の安全性向上に資する
設備の整備、バリアフリー化等、快適で安全な公共交通の構築に向けた取組みを支援している。令和
2年度においては、バス等における貨客混載導入のための車両改造費への補助や、自家用有償旅客運
送の導入促進のための小型車両の購入費への補助を創設する等、支援の充実を図っている。

また、地方自治体における交通施策の立案に当たって参考となるよう、事例調査を通じて、互助に
よる輸送が地域交通体系を支えるために必要な諸条件等について検討し、「地域のモビリティ確保の
知恵袋2019」としてまとめた。

	 図表Ⅱ-4-2-5	 	 地域公共交通確保維持改善事業の概要

＜支援の内容＞
○地域における一層の連携・協働とイノベーションに向けた取組の促進を図るための新たな法定計画の策定に資する調査等
○地域におけるバリアフリー化の促進を図るための移動等円滑化促進方針・基本構想の策定に係る調査

＜支援の内容＞
○高齢化が進む過疎地域等の足を確保するための幹線バス交通や地域内交通の運行
・地域間交通ネットワークを形成する幹線バス交通の運行や車両購入、貨客混載の導入を支援
・過疎地域等において、コミュニティバス、デマンドタクシー、自家用有償旅客運送等の地域
　内交通の運行や車両購入、貨客混載の導入を支援
○離島航路・航空路の運航
　離島住民の日常生活に不可欠な交通手段である離島航路・航空路の運航等を支援

地域公共交通確保維持事業
（地域の実情に応じた生活交通の確保維持）

＜支援の内容＞
○高齢者等の移動円滑化のためのノンステップバス、福祉タクシーの導入、
　鉄道駅における内方線付点状ブロックの整備
○地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等

＜支援の内容＞
○被災地の幹線バスの運行　　○仮設住宅等を巡る地域内バス等の運行

地域公共交通バリア解消促進等事業
（快適で安全な公共交通の実現）

地域の多様な主体の連携・協働による、地域の暮らしや産業に不可欠な交通サービスの確保・充実に向けた取組を支援
（上記取組を促進するため、地域公共交通活性化再生法の枠組みの強化などの見直しを検討）

地域公共交通調査等事業
（地域公共交通ネットワーク形成に向けた計画策定等の後押し）

※国の認定を受けた鉄道事業再構築実施計画、地域公共交通再編実施計画等に基づく事業（地域鉄道の上下分離、地方路線バスの利便性向上、運行効率
　化等のためのバス路線の再編、デマンド型等の多様なサービスの導入等）について、まちづくりとも連携し、特例措置により支援
※交通圏全体を見据えた持続可能な地域公共交通ネットワークの実現に向け、都道府県と複数市町村を含む協議会が主体となった協働による取組に対し、
　計画の策定やバス等の運行への支援の特例措置により後押し（地域公共交通協働トライアル推進事業）

令和2年度予算額204億円

被災地域地域間幹線系統確保維持事業/特定被災地域公共交通調査事業
（【東日本大震災対応】被災地のバス交通等に対する柔軟な支援）

令和2年度予算案　7億円
（東日本大震災復興特別会計：復興庁一括計上分）

ホ
ー
ム
側

線
路
側
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（ 2）地域鉄道の活性化、安全確保等への支援
地域鉄道は、住民の足として沿線住民の暮らしを支えるとともに、観光等地域間の交流を支える基

幹的な公共交通として、重要な役割を果たしているが、その経営は極めて厳しい状況にある。このた
め、地域公共交通確保維持改善事業等及び税制特例により、安全設備の整備等に対して支援を行うほ
か、幹線鉄道等活性化事業により、鉄道利用の潜在的なニーズが高い地方部の路線について、新駅の
設置等に対する支援を行っている。

（ 3）地域バス路線への補助
地域住民にとって必要不可欠な乗合バス等の生活交通（地域をまたがる交通ネットワーク注

注1 や、幹
線交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通等）の確保・維持は、重要な課題であ
り、地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークの確保・維持が可能となるよう、生活交通
の運行やバス車両の更新等について支援を行っている。また、今後の人口減少が見込まれる中で、生
活交通ネットワークを確保・維持するため、地域の特性を十分踏まえつつ、地域の関係者と密接に連
携した生産性向上の取組みを促進している。

（ 4）地方航空路線の維持・活性化
人口減少に伴う利用者の減少が見込まれるなか、地域航空の路線を持続可能なものとするため、有

識者からなる「持続可能な地域航空のあり方に関する研究会」及び大手航空会社及び地域航空会社を
構成員とする「地域航空の担い手のあり方に係る実務者協議会」において検討を行い、平成30年12
月に報告書を公表した。

報告書では、経営統合については継続課題としつつ、まずは九州地域における有限責任事業組合
（LLP）の設立を目指すこととされ、これを受け、系列を超えた更なる協業を促進するため、地域航
空会社3社及び大手航空会社2社により、令和元年10月25日に地域航空サービスアライアンス有限
責任事業組合（EAS LLP）が設立された。

（ 5）離島との交通への支援
離島航路は、離島住民が日常生活を行う上で必要不可欠な交通手段である。平成30年度は296航

路で輸送人員需要は43.7百万人（ここ10年で約7.4％減少）となっているが、その多くは本土より
深刻な人口減少、高齢化により、航路の運営は極めて厳しい状況である。このため、唯一かつ赤字が
見込まれる航路に対し、地域公共交通確保維持改善事業により運営費への補助、離島住民向け運賃割
引への補助、運航効率の良い船舶建造への補助を行っている（令和2年3月末現在の補助対象航路：
126航路）。

さらに、離島航路利用者の利便性向上や観光旅客需要喚起による地域の活性化のため、高齢又は足
の不自由な方がバスに乗車したままフェリーを利用できる海陸連結型バス交通システムの運用を27
年4月より開始し、令和元年度末現在で21事業者が実施している。離島航空路については、地域の
医療の確保をはじめ、離島の生活を支えるのに欠かせない交通手段であることから、安定的な輸送の
確保を図るため、離島に就航する航空運送事業者に対して、総合的な支援（予算：機体購入費補助、

注	 協議会で維持・確保が必要と認められ、国が定める基準（複数市町村にまたがり、1 日の運行回数が 3 回以上等）に該当
する広域的・幹線的なバス交通
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運航費補助等　公租公課：着陸料の軽減、航空機燃料税の軽減措置等）を講じている。
なお、元年度の離島航空路線の数は61路線、うち国庫補助対象は14路線となっている。

第3節	 民間都市開発等の推進

	1	 民間都市開発の推進
（ 1）特定都市再生緊急整備地域制度等による民間都市開発の推進

都市の再生の拠点として都市開
発事業等を通じて緊急かつ重点的
に市街地の整備を推進すべき地域
として、全国52地域（令和2年
3月末現在）が「都市再生緊急整
備地域」に政令指定され、各地域
で様々な都市開発事業が着々と進
行している。また、昨今の成長が
著しいアジア諸国の都市と比較
し、我が国都市の国際競争力が相
対的に低下している中、国全体の
成長をけん引する大都市につい
て、官民が連携して市街地の整備を強力に推進し、海外から企業・人等を呼び込むことができるよう
な魅力ある都市拠点を形成することが、重要な課題になっている。このため、特に都市の国際競争力
の強化を図る地域として、13地域（令和2年3月末現在）が「特定都市再生緊急整備地域」に政令
指定され、そのすべての地域において、官民連携による協議会により整備計画が作成された。整備計
画に基づき、地域の拠点や基盤となる都市拠点インフラの整備を重点的かつ集中的に支援する補助制
度として、「国際競争拠点都市整備事業」を設けている。

（ 2）都市再生事業に対する支援措置の適用状況
①都市再生特別地区の都市計画決定

既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とした上で、自由度の高い新たな都市計画を定める「都
市再生特別地区」は、令和2年3月末現在で98地区の都市計画決定がなされ、うち70地区が民間事
業者等の提案によるものとなっている。

②民間都市再生事業計画の認定
国土交通大臣認定（令和2年3月末現在129件）を受けた民間都市再生事業計画については、民都

機構による金融支援（メザニン支援事業注
注1）や税制上の特例措置が講じられている。

また、民都機構がミドルリスク資金の調達を支援するメザニン支援業務を実施している。

注	 メザニン支援事業とは、公共施設の整備を伴う優良な民間都市開発事業のうち、国土交通大臣の認定を受けたものに対
して、民都機構がミドルリスク資金（金融機関が提供するシニアローンと民間事業者等が拠出するエクイティとの間に
位置し、一般的に調達が難しいとされる資金）を提供する事業をいう。

	 図表Ⅱ-4-3-1	 	 都市再生緊急整備地域都市再生緊急整備地域

仙台市 １地域

さいたま市 川口市 ３地域

東京都 ７地域

東京都心・臨海地域
品川駅・田町駅周辺地域
新宿駅周辺地域
渋谷駅周辺地域
池袋駅周辺地域

千葉市 柏市 地域

横浜市 川崎市 相模原市 厚木市 ７地域
横浜都心・臨海地域

浜松市 １地域

岐阜市 １地域

名古屋市 常滑市 ３地域

名古屋駅周辺・伏見・栄地域

京都市 ２地域

神戸市 ２地域

大阪市 堺市 豊中市 高槻市
守口市 寝屋川市 枚方市 地域
大阪駅周辺･中之島･御堂筋周辺地域
大阪コスモスクエア駅周辺地域

岡山市 地域

広島市 福山市 ３地域

高松市 １地域

福岡市 ２地域
北九州市 １地域
福岡都心地域

那覇市 １地域 札幌市 １地域

札幌都心地域

都市再生緊急整備地域
：５ 地域

令和２年３月３１日時点

特定都市再生緊急整備地域
：１３地域

神戸三宮駅周辺・臨海地域

東京都・川崎市（都県跨ぎ） 地域

羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域

福井市 １地域

福岡箱崎地域（福岡市） 枚方市駅周辺地域（枚方市）
新大阪駅周辺地域（大阪市）

松戸駅周辺地域（松戸市） 長崎都心地域（長崎市）
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（ 3）大街区化の推進
我が国の主要都市中心部の多くは、戦災復興土地区画整理事業等により街区が形成されており、現

在の土地利用や交通基盤、防災機能に対するニーズ等に対して、街区の規模や区画道路の構造が十分
には対応していない。大都市の国際競争力の強化や地方都市の活性化、今日の土地利用ニーズを踏ま
えた土地の有効高度利用等を図るため、複数の街区に細分化された土地を集約し、敷地の一体的利用
と公共施設の再編を推進している。

	2	 国家戦略特区の取組み
平成25年12月に成立した「国家戦略特別区域法」において、規制改革事項として措置した「建築

基準法」、「道路法」、「都市計画法」等の特例のみならず、近年の待機児童の増加への対応として、
27年7月成立の改正法において、保育所等を都市公園に占用により設置することを可能とする特例
措置等を講じ、29年の都市公園法の改正により全国措置化している。今後も、具体的な事業を実施
し、目に見える形で岩盤規制改革を進めていく。

第4節	 特定地域振興対策の推進

	1	 豪雪地帯対策
毎年の恒常的な降積雪により、住民の生活水準の向上や産業の発展が阻害されてきた地域の経済の

発展と住民生活の向上に寄与するため、「豪雪地帯対策特別措置法」に基づき、交通の確保、生活環
境・国土保全関連施設の整備、雪処理の担い手の確保等の豪雪地帯対策を推進している。なお、豪雪
地帯に指定されている市町村数は532市町村（うち特別豪雪地帯201市町村）、国土の51％（うち
特別豪雪地帯は20％）に及ぶ広大な面積を占めている。

	2	 離島振興
「離島振興法」に基づき、都道県が策定した離島振興計画による離島振興事業を支援するため、公

共事業予算の一括計上に加え、「離島活性化交付金」により、離島における産業の育成による雇用拡
大等の定住促進、観光の推進等による交流の拡大促進、安全・安心な定住条件の整備強化等の取組み
への支援等を行っている。その他、離島と企業をつなぐマッチングの場「しまっちんぐ」及び離島と
都市との交流事業「アイランダー」を開催している。

	3	 奄美群島・小笠原諸島の振興開発
「奄美群島振興開発特別措置法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」に基づく振興開発事業等によ

り、社会資本の整備等を実施しているほか、更なる自立的で持続可能な発展に向けて、地域の特性に
応じた観光・農業等の産業振興による雇用の拡大と定住の促進を図るため、交付金等を活用し、地域
の取組みを支援している。
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	4	 半島振興
「半島振興法」に基づき、道府県が作成した半島振興計画による半島振興施策を支援するため、半

島振興対策実施地域（平成31年4月現在23地域（22道府県194市町村））を対象として、「半島振
興広域連携促進事業」により、半島地域における資源や特性を活かした交流促進、産業振興、定住促
進に資する取組みへの補助を行うとともに、「半島税制」による産業の振興等や、半島循環道路等の
整備を図っている。

第5節	 北海道総合開発の推進

	1	 北海道総合開発計画の推進
（ 1）北海道総合開発計画の推進

我が国は、北海道の優れた資源・特性を活かしてその時々の国の課題の解決に寄与するとともに、
地域の活力ある発展を図るため、北海道の積極的な開発を行ってきた。計画期間をおおむね令和7年
度までとする第8期の北海道総合開発計画は、平成28年3月に閣議決定され、「世界の北海道」を形
成すべく、「人が輝く地域社会」、「世界に目を向けた産業」、「強靱で持続可能な国土」を目標として
掲げ、諸施策を進めている。

具体的には、「「観光先進国」実現をリードする世界水準の観光地の形成」、「食料供給基地としての
持続的発展」を重点的に取り組む事項として、目指す姿や行動の指針となる数値目標を設定し、関係
者で共有しながらフォローアップを行い、本計画を踏まえ北海道開発を着実に推進している。

本計画においては、計画策定からおおむね5年後に計画の総合的な点検（中間点検）を実施すると
されており、令和2年度が当該年度に該当することから、施策の進捗状況等について点検を行い、現
状の課題及び今後の推進方策について、整理・検討していく。
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	 図表Ⅱ-4-5-1	 	 北海道総合開発計画の概要

第１節　北海道開発の経緯
　　• 国全体の安定と発展に寄与するため、特別な開発政策の下、北海道開発を推進。
　　• 食料品等の輸出倍増、外国人観光客数 100 万人突破等の成長産業の萌芽。他方、経済・
 人口は縮小傾向。ネットワーク未整備区間、地域コミュニティ維持に係る懸念の存在。
第２節　我が国を取り巻く時代の潮流
　（1）本格的な人口減少時代の到来　（3）大規模災害等の切迫
　（2）グローバル化の更なる進展と国際環境の変化
第３節　新たな北海道総合開発計画の意義
　　• 北海道開発の基本的意義：北海道の資源・特性を活かして、国の課題の解決に貢献。
　　• 人口減少・高齢化の急速な進展等により、食や自然環境など北海道の強みを提
 供し、我が国全体に貢献している「生産空間」の維持が困難となるおそれ。
　　• 来たるべき 10 年間は、「生産空間のサバイバル」「地域としての生き残り」を賭
 けた重要な期間。
　　• また、北海道新幹線開業、高速道路網の道東延伸、2020 年オリパラ等を地域の
 飛躍の契機となし得る期間。
　　• これらの機会の活用によって、本格的な人口減少時代にあっても活力を失うこ
 となく人々が豊かな暮らしを送ることのできる地域社会の先駆的形成を図る。

第１章　計画策定の意義

○キャッチフレーズ：「世界の北海道」
○ビジョン：2050年を見据え、「世界水準の価値創造空間」の形成
≪３つの目標≫
（1）人が輝く地域社会　（2）世界に目を向けた産業　（3）強靱で持続可能な国土

第２章　計画の目標

第１節　計画の期間　2016（平成 28）～ 2025（令和 7）年度の 10 年間
第２節　施策の基本的な考え方
　○北海道型地域構造の保持・形成
　　• 「生産空間」「市街地」「中心都市」の３層構造で人々の日常生活が営まれる「基
 礎圏域」を形成。
　　• 札幌都市圏：集積を活かして北海道全体を牽引。
　○北海道の価値創造力の強化
　　• 人口減少時代にあっては、「人」こそが資源。
　　• 人材育成・活用の重点的実施とともに、多様な人々を引きつけ、地域の価値創造力を向上。
第３節　計画の推進方策
（1）産学官民金連携による重層的なプラットフォームの形成

　　• 人材育成、地域づくり等のテーマに応じて、産学官民金が連携するプラットフォ
 ームを各地域又は北海道全体で展開し、取組を持続的にマネジメント。
（2）イノベーションの先導的・積極的導入～「北海道イニシアティブ」の推進

　　• 技術の力で人口減をカバーし、地域の課題を旧弊にとらわれずイノベイティブに解決。
（3）戦略的な社会資本整備

　　• 社会資本のストック効果を最大限に発揮。戦略的なインフラメンテナンスの徹
 底、技術開発も活用した「賢く使う」取組の充実強化。
（4）計画のマネジメント

　　• 「企画立案→実施→評価→改善」のマネジメントサイクル。おおむね５年後に総合的な点検。

（1）北海道型地域構造の保持・形成に向けた定住・交流環境の維持増進
　　①基礎圏域の形成　　②地方部の生産空間　　③地方部の市街地
　　④基礎圏域中心都市　　⑤札幌都市圏　　⑥国境周辺地域の振興
（2）北海道の価値創造力の強化に向けた多様な人材の確保・対流の促進

　　・ 共助社会づくり、「活動人口」の確保　・北日本や海外との「人の対流」
　　・地域づくり人材の発掘・育成
（3）北方領土隣接地域の安定振興　　（4）アイヌ文化の振興等

第３章　計画推進の基本方針

第１節　人が輝く地域社会の形成

第４章　計画の主要施策

（1）農林水産業・食関連産業の振興
　　①イノベーションによる農林水産業の振興　②「食」の高付加価値化と総合拠点づくり
　　③「食」の海外展開　④地域資源を活用した農山漁村の活性化
（2）世界水準の観光地の形成

　　・ 世界に通用する魅力ある観光地域づくり、観光旅行消費の一層の拡大
　　・外国人旅行者の受入環境整備
　　・ インバウンド新時代に向けた戦略的取組
　　・MICE の誘致・開催促進と外国人ビジネス客等の積極的な取り込み
（3）地域の強みを活かした産業の育成

　　・ 北の優位性の活用　・産業集積の更なる発展
　　・地域消費型産業を始めとする地域経済の活性化
　　・域内投資等の促進　・産業を支える人流・物流ネットワークの整備等

第２節　世界に目を向けた産業の振興

（1）恵み豊かな自然と共生する持続可能な地域社会の形成
　①環境と経済・社会の持続可能性の確保
　　・ 自然共生社会の形成　　・循環型社会の形成　　・低炭素社会の形成
　②環境負荷の少ないエネルギー需給構造の実現
　　・ 再生可能エネルギーの更なる導入に向けた取組
　　・ 暖房用熱源や自動車燃料等北海道の地域特性を踏まえた取組
（2）強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な社会基盤の形成
　①激甚化・多様化する災害への対応
　　・ 「人命を守る」ための体制づくり　　・冬期災害への対応
　　・ 地震・津波災害、火山噴火等の大規模自然災害への対応
　　・ 気候変動等による水害・土砂災害リスクへの対応
　②我が国全体の国土強靱化への貢献
　　・ 国家的規模の災害時におけるバックアップ拠点機能の確保
　　・ 災害時における食料の安定供給の確保
　③安全・安心な社会基盤の利活用
　　・ インフラ老朽化対策の推進　・交通安全対策の推進
　　・強靱な国土づくりを支える人材の育成

第３節　強靱で持続可能な国土の形成

（ 2）計画の実現を支える施策の推進
本計画は、本格的な人口減少時代の到来、グローバル化の更なる進展と国際環境の変化、大規模災

害等の切迫といった我が国をめぐる諸課題に中長期的な視点で対応するため、策定されたものであ
り、次のような施策を進めている。

①人が輝く地域社会
北海道の「生産空間注

注1」は、他地域とはスケールの異なる広域分散型社会を形成しており、戦略的
産業である「食」と「観光」を担っている。

一方で、全国に先行した人口減少・高齢化の急速な進展等により、その維持が困難となるおそれが
あることから、生産空間から都市部に至るまで人々が住み続けられる地域社会構造の確立を図るとと
もに、多様な人々を引きつけ、活発な対流を促進することが重要である。

このため、生産空間の維持・発展に向けたモデル圏域での検討及びその取組みの全道展開を進めて
いるほか、定住・交流環境の維持増進等に向けた取組みとして、高規格幹線道路網等の広域的な交通
ネットワークの形成、「道の駅」や「みなとオアシス」の機能強化等を進めている。あわせて、多様

注	 北海道型の地域構造において、広大な農地や豊富な水産・森林資源を強みとして、我が国の食料供給基地として貢献す
るとともに、豊かな自然環境、特徴ある景観等を提供している地域を指す。

第5節　北海道総合開発の推進

国土交通白書　2020 243

第
第
第
　
　
地
域
活
性
化
の
推
進

Ⅱ



な人材の緩やかな「つながり」とコミュニケーションの「ひろがり」を促進する「北海道価値創造
パートナーシップ活動」の展開等を進めている。

②世界に目を向けた産業
北海道は、農林水産業、食・観光関連産業などの移輸出型産業に比較優位があり、これらを戦略的

に育成することが重要である。
このため、農地の大区画化や漁港の高度衛生管理対策等による農林水産業の生産力・競争力強化、

北海道産食品の中小口輸出支援体制の拡充等による「食」の海外展開、港湾における農水産物輸出促
進基盤の整備、景観・地域・観光空間づくりに取り組む「シーニックバイウェイ北海道」や外国人ド
ライブ観光、国際会議等（MICE）の北海道開催、新千歳空港における外国人旅行者等の受入環境整
備、クルーズ船の受入環境整備等を進めている。

③強靱で持続可能な国土
美しく雄大な自然環境を有し、再生可能エネルギー源が豊富に賦存する北海道は、持続可能な地域

社会の形成に向け、先導的な役割を果たすことが期待されている。また、安全・安心の確保は、経済
社会活動の基盤であり、災害発生時の被害を最小化するとともに、我が国全体の強靱化に貢献するこ
とが重要である。

このため、河川環境の保全・再生、「北海道水素地域づくりプラットフォーム」を通じた水素社会
形成に係る普及啓発、平成28年8月の一連の台風や平成30年7月豪雨による被害を踏まえた治水対
策及び平成30年北海道胆振東部地震等からの復旧・復興並びに国土強靱化を推進するため設置した

「北海道局復興・強靱化推進本部」における取組みを始めとするハード・ソフトを総動員した防災・
減災対策、社会資本の老朽化等に対応するための戦略的な維持管理・更新、冬期災害に備えた対策等
を進めている。

	2	 特色ある地域・文化の振興
（ 1）北方領土隣接地域の振興

領土問題が未解決であることから望ましい地域社会の発展が阻害されている北方領土隣接地域注
注1 を

対象に、「北方領土問題等の解決の促進を図るための特別措置に関する法律」に基づく第8期北方領
土隣接地域振興計画（平成30～令和4年度）の下、必要な施策を総合的に推進している。

具体的には、農水産業の振興、交通体系の整備等を図る公共事業の実施や北方領土隣接地域振興等
事業推進費補助金によるソフト施策支援など、隣接地域の魅力ある地域社会の形成に向けた施策、隣
接地域への訪問客拡大に向けた取組みを推進している。

注	 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町（1 市 4 町）
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（ 2）アイヌ文化の振興等
ウポポイ（民族共生象徴空間）

については、アイヌ文化の復興等
の拠点となるナショナルセンター
として、「アイヌの人々の誇りが
尊重される社会を実現するための
施策の推進に関する法律」（平成
31年法律第16号）に基づき、令
和2年に開業を予定している注

注1。そ
の管理運営については、元年5月
に国土交通大臣及び文部科学大臣
により指定された公益財団法人ア
イヌ民族文化財団に委託したとこ
ろであり、同法に基づき定められ
た「アイヌ施策の総合的かつ効果
的な推進を図るための基本的な方
針」（令和元年9月6日閣議決定）
に基づき、年間来場者数100万
人を目指している。

注	 令和 2 年 6 月現在、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえて開業を当面延期している。

	 図表Ⅱ-4-5-2	 	 ウポポイロゴマーク

資料）国土交通省
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アイヌ文化の復興等の拠点として、北海道の
白老町にウポポイ（民族共生象徴空間）が誕生
しました。令和2年4月24日に開業予定でした
が、6月現在、新型コロナウイルス感染症の感
染状況等を踏まえて開業を当面延期しています。
ウポポイは、「国立アイヌ民族博物館」「国立
民族共生公園」などから成り、アイヌの暮らし
や伝統芸能を様々な視点から体感することがで
きる、アイヌ文化の素晴らしさを伝える施設で
す。
アイヌ古式舞踊や、木彫などの伝統的な工芸
披露のプログラムに加えて、3次元CGで製作し
た臨場感あふれる短編映像の上映、アイヌ文様
を映し出す壮大なプロジェクションマッピング
など、ウポポイでしか体験できない多様なプロ
グラムを用意しています。
国土交通省では、新型コロナウイルス感染症
拡大防止策を十分に講じつつ、充実したプログ
ラムを提供するとともに、政府目標である年間
来場者数100万人を目指し、ウポポイの多彩な
魅力を発信していくこととしています。

ウポポイ中核区域イメージ

資料）公益財団法人アイヌ民族文化財団

  ウポポイ  　検索

◇札幌から
高速道路利用で約 65 分
特急列車利用で約 65 分

◇新千歳空港から
高速道路利用で約 40 分
特急列車利用で約 40 分

https://ainu-upopoy.jp/

コラム 北海道白
しら
老
おい
町
ちょう
に「ウポポイ」が誕生

ユネスコの無形文化遺産に登録されているアイヌ古式舞踊

短編映像イメージ
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